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が
出
な
か
っ
た
場
合
の
ペ
ナ
ル

テ
ィ
ー
は
考
え
て
い
る
の
か
。

都
市
整
備
部
長　
準
備
会
は
そ

れ
ぞ
れ
と
組
合
設
立
認
可
の
日

ま
で
の
業
務
の
基
本
協
定
を
結

び
、
そ
の
中
で
年
度
別
に
契
約

を
し
て
い
る
。
年
度
の
成
果
物

に
不
足
が
な
け
れ
ば
ペ
ナ
ル

テ
ィ
ー
は
考
え
な
い
。

問　
移
転
す
る
相
模
小
学
校
の

開
校
が
遅
れ
る
と
の
見
解
が
あ

る
が
、
今
後
ど
う
す
る
の
か
。

学
校
教
育
部
長　
進
捗
に
応
じ

て
対
応
で
き
る
よ
う
準
備
す
る
。

見
附
台
周
辺
地
区
整
備

問　
市
民
セ
ン
タ
ー
の
耐
震
診

断
の
結
果
が
基
準
未
満
の
場
合
、

管
理
・
運
営
は
ど
う
す
る
の
か
。

市
長　
診
断
の
内
容
や
程
度
を

把
握
し
、
慎
重
に
判
断
す
る
。

問　
中
心
市
街
地
周
辺
を
合
わ

せ
た
全
体
計
画
の
必
要
性
は
。

市
長　
コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
を

目
指
す
全
体
計
画
の
必
要
性
は

認
識
し
て
い
る
。

問　
崇
善
公
民
館
は
別
途
、
措

置
を
講
ず
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

市
長　
方
向
性
を
見
出
し
た
い
。

｢

公
共
施
設
等
総
合

管
理
計
画
」
の
策
定

問　
国
が
「
公
共
施
設
等
総
合

管
理
計
画
」
を
策
定
す
る
よ
う

通
知
し
た
が
、
本
市
は
ど
の
よ

う
に
推
進
す
る
の
か
。

市
長　
施
設
関
連
の
計
画
の
策

定
な
ど
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

ま
た
、国
の
動
向
を
注
視
す
る
。

問　
市
の
全
施
設
の
長
寿
命
化

は
再
考
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

企
画
政
策
部
長　
公
共
施
設
白

書
で
は
全
施
設
の
長
寿
命
化
を

試
算
し
た
が
、
実
現
可
能
性
が

な
く
見
直
し
の
必
要
が
あ
る
。

問　
公
共
施
設
白
書
を
有
効
な

事
業
計
画
へ
と
移
行
で
き
る
か
。

企
画
政
策
部
長　
白
書
を
踏
ま

え
、
全
体
計
画
か
ら
個
別
の
実

行
計
画
を
作
る
。

問　
管
理
の
手
段
と
し
て
固
定

資
産
台
帳
を
使
っ
て
は
ど
う
か
。

企
画
政
策
部
長　
整
理
し
て
一

元
的
な
管
理
を
し
て
い
き
た
い
。

非
構
造
部
材
の
対
策

問　
教
育
施
設
の
非
構
造
部
材

の
点
検
に
つ
い
て
、
今
後
の
実

施
予
定
や
概
算
工
事
費
を
伺
う
。

企
画
政
策
部
長　
小
学
校
で
６

年
、
中
学
校
で
８
年
か
か
り
、

計
約
20
億
円
を
見
込
ん
で
い
る
。

問　
そ
の
ほ
か
、
公
共
施
設
の

総
点
検
や
対
策
に
つ
い
て
伺
う
。

企
画
政
策
部
長　
こ
の
２
年
間

は
進
ん
で
い
な
い
。
公
共
建
築

物
点
検
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
改
訂
し

た
が
、何
を
行
う
か
検
討
す
る
。

発
達
障
が
い

対
策
の
拡
充

問　
普
通
学
級
で
の
発
達
障
が

い
児
支
援
に
つ
い
て
伺
う
。

健
康
・
こ
ど
も
部
長　
発
達
の

段
階
に
応
じ
た
支
援
が
必
要
で
、

５
歳
児
健
診
で
早
期
発
見
し
、

支
援
し
て
い
く
こ
と
が
有
効
で

あ
る
。
幼
稚
園
・
保
育
園
に
通

わ
な
い
５
歳
児
に
も
健
診
を
周

知
す
る
よ
う
計
画
し
て
い
る
。

公

明

ひ

ら

つ

か

永
田
　
美
典 
議
員

ツ
イ
ン
シ
テ
ィ

整
備
推
進
事
業

問　
今
年
度
中
の
土
地
区
画
整

理
組
合
の
設
立
が
厳
し
く
な
っ

た
と
報
告
が
あ
っ
た
が
、
組
合

施
行
に
よ
る
土
地
区
画
整
理
は

可
能
な
の
か
。

市
長　
柔
軟
な
換
地
計
画
が
立

て
ら
れ
る
組
合
施
行
は
最
適
な

手
法
で
あ
り
、可
能
性
が
高
い
。

問　
組
合
設
立
に
向
け
、
９
月

中
に
終
え
る
べ
き
仕
事
は
何
か
。

都
市
整
備
部
長　
同
意
率
を
８

～
９
割
に
し
て
認
可
申
請
を
す

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

問　
進
出
し
て
く
る
企
業
か
ら

の
税
収
の
見
込
み
は
示
せ
る
か
。

都
市
整
備
部
長　
年
間
で
、
法

人
市
民
税
１
・
８
億
円
、
固
定

資
産
税
10
・
８
億
円
、
都
市
計

画
税
１
・
５
億
円
、
個
人
市
民

税
１
・
９
億
円
の
計
15
億
円
程

度
と
試
算
し
て
い
る
。

問　
事
業
の
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

と
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
か
ら
成
果
物

小
笠
原 

千
惠
美 

議
員

市
立
幼
稚
園
の	

保
育
料
等
の
徴
収
に

関
す
る
条
例
の
改
正

問　
公
立
幼
稚
園
の
入
園
料
廃

止
な
ど
に
伴
い
市
の
条
例
を
改

正
す
る
が
、
新
制
度
導
入
後
の

保
護
者
の
負
担
は
ど
の
よ
う
に

な
る
の
か
。

学
校
教
育
部
長　
公
立
幼
稚
園

の
保
育
料
は
、
費
用
の
実
態
や

新
制
度
移
行
後
の
費
用
の
見
込

み
、
私
立
園
と
の
バ
ラ
ン
ス
な

ど
を
考
慮
し
、検
討
を
進
め
る
。

消
費
者
教
育
に
つ
い
て

問　
Ｓ
Ｎ
Ｓ
（
ソ
ー
シ
ャ
ル
・

ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ
・
サ
ー
ビ

ス
）
の
ト
ラ
ブ
ル
が
多
発
し
て

い
る
が
、
消
費
者
教
育
の
現
状

を
伺
い
た
い
。

市
民
部
長　
中
学
校
で
は
、
消

費
生
活
相
談
員
が
講
座
を
開

き
、
注
意
喚
起
し
て
い
る
。
高

齢
者
に
は
、
被
害
の
未
然
防
止

に
向
け
、
庁
内
で
連
携
し
て
講

座
を
開
く
な
ど
し
て
い
る
。

問　
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
の
組

織
や
運
営
に
つ
い
て
の
条
例
の

内
容
と
制
定
時
期
を
伺
い
た
い
。

市
民
部
長　
条
例
に
は
、
高
齢

者
を
標
的
に
詐
欺
的
行
為
を
行

う
悪
質
な
事
業
者
へ
の
指
導
や

勧
告
、
事
業
者
名
の
公
表
な
ど

の
権
限
を
盛
り
込
む
方
向
で
検

討
し
、
平
成
27
年
12
月
議
会
の

上
程
に
向
け
、準
備
し
て
い
る
。

男
性
の
育
児
参
加
を

支
援
す
る
取
り
組
み

問　
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
積

極
的
に
育
児
を
す
る
男
性
「
イ

ク
メ
ン
」
を
応
援
す
る
サ
イ
ト

へ
の
リ
ン
ク
を
設
け
、
情
報
提

供
を
推
進
し
た
ら
ど
う
か
。

市
民
部
長
　
早
速
対
応
し
た
い
。

問　
市
役
所
で
も
管
理
職
に
、

仕
事
と
生
活
と
の
調
和
を
目
指

す
「
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ

ン
ス
」
の
研
修
や
部
下
の
育
児

参
加
を
応
援
す
る
「
イ
ク
ボ
ス

研
修
」を
実
施
し
た
ら
ど
う
か
。

総
務
部
長　
職
場
を
取
り
巻
く

環
境
整
備
や
管
理
が
大
切
で
あ

る
。
特
定
の
研
修
を
行
う
だ
け

で
な
く
、
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た

職
場
を
作
っ
て
い
き
た
い
。

市
民
部
長　
今
年
度
の
市
の
管

理
者
セ
ミ
ナ
ー
で
は
ワ
ー
ク
・

ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
を
テ
ー
マ

に
す
る
方
向
で
あ
る
。
ま
た
、

課
長
職
が
出
席
す
る
会
議
で
も

イ
ク
ボ
ス
研
修
を
実
施
し
た
い
。

青
少
年
議
会
の
開
催

問　
過
去
４
回
に
わ
た
り
開
催

し
て
き
た
青
少
年
議
会
を
、
再

開
す
る
考
え
は
あ
る
の
か
。　

市
長　
実
現
で
き
る
よ
う
取
り

組
み
方
を
考
え
て
い
き
た
い
。

秋
澤
　
雅
久 

議
員

市
民
病
院
の
将
来
像

問　
３
月
定
例
会
で
「
将
来
的

に
、
市
民
病
院
は
高
度
急
性
期

病
院
を
目
指
す
」
と
答
弁
さ
れ

た
が
、
国
が
医
療
再
編
で
病
床

機
能
の
分
化
と
し
て
位
置
づ
け

た
「
高
度
急
性
期
病
院
」
を
目

指
す
の
か
。

病
院
事
業
管
理
者　
「
高
度
急

性
期
医
療
を
提
供
で
き
る
病

院
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

問
　
県
の
策
定
す
る
「
地
域
医

療
ビ
ジ
ョ
ン
」
に
お
い
て
、
今

目
指
し
て
い
る
将
来
像
と
異
な

る
病
床
機
能
を
持
つ
よ
う
勧
告

さ
れ
た
場
合
、
市
民
病
院
は
そ

れ
に
従
う
の
か
。

病
院
事
業
管
理
者　
公
立
病
院

は
勧
告
に
従
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

そ
う
な
ら
な
い
よ
う
一
生
懸
命
、

急
性
期
病
院
と
し
て
自
立
し
た

も
の
を
作
ろ
う
と
し
て
い
る
。

問　
高
度
医
療
に
は
資
金
が
必

要
で
、
一
般
会
計
か
ら
の
負
担

金
も
大
き
い
。
負
担
金
を
拠
出

す
る
行
政
の
長
と
し
て
、
市
民

病
院
の
将
来
像
に
関
し
、
病
院

事
業
管
理
者
と
の
間
に
か
い
離

は
な
い
か
。

市
長　
市
民
病
院
の
進
む
べ
き

方
向
に
つ
い
て
は
、
病
院
事
業

管
理
者
と
話
を
し
て
い
る
。
一

般
会
計
か
ら
毎
年
10
億
円
を
拠

出
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
公
立

病
院
に
対
す
る
市
の
使
命
と
し

て
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
今
後
こ
の
額
が
増
え
て
い

か
な
い
よ
う
、「
市
民
病
院
」

と
し
て
の
立
ち
位
置
を
確
認
し

な
が
ら
経
営
を
進
め
て
ほ
し
い
。

問　
高
度
医
療
を
追
求
す
る
あ

ま
り
、
重
症
患
者
や
紹
介
患
者

中
心
の
医
療
と
な
り
、
市
民
の

セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
で
な
く
な

る
こ
と
を
危
惧
す
る
が
、
そ
の

点
は
担
保
さ
れ
る
の
か
。

病
院
事
業
管
理
者　
公
立
病
院

は
当
然
そ
う
あ
る
べ
き
で
、
診

て
ほ
し
い
と
い
う
患
者
を
ブ

ロ
ッ
ク
す
る
よ
う
な
病
院
は
病

院
で
は
な
い
と
思
っ
て
い
る
。

　
議
案
７
件
を
審
査
し
、
す

べ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ

き
も
の
と
決
定
し
ま
し
た
。

主
な
質
疑

●
議
案
第
53
号
「
平
塚
市
特

定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特

定
地
域
型
保
育
事
業
の
運
営

に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る

条
例
」

問　
新
制
度
に
移
行
す
る
と
、

乳
幼
児
の
保
育
所
へ
の
入
所

待
機
は
解
消
さ
れ
る
の
か
。

答
　
保
育
所
定
員
の
確
保
策

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
進

め
て
き
た
認
可
保
育
所
の
施

設
整
備
と
定
員
の
弾
力
運
用

で
解
決
で
き
る
も
の
と
考
え

て
い
る
。

●
議
案
第
54
号
「
平
塚
市
放

課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の

設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基

準
を
定
め
る
条
例
」

問
　
放
課
後
児
童
健
全
育
成

事
業
が
市
の
事
業
と
な
る

と
、何
が
ど
う
変
わ
る
の
か
。

答
　
市
の
業
務
が
増
え
、
各

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
は
、
施

設
の
設
備
や
運
営
の
基
準
に

つ
い
て
、
市
に
定
期
的
な
報

告
を
す
る
こ
と
に
な
る
。

●
議
案
第
64
号
「
平
成
26
年

度
平
塚
市
一
般
会
計
補
正
予

算
」

問
　
衛
生
費
で
、
今
回
試
行

的
に
始
め
る
蛍
光
管
の
分
別

処
理
に
関
す
る
補
正
を
行
う

が
、
今
後
の
本
格
運
用
に
対

す
る
考
え
方
を
伺
う
。

答
　
今
回
は
、
廃
蛍
光
管
類

の
収
集
、
一
時
保
管
、
適
正

処
理
の
方
法
な
ど
に
つ
い
て

検
証
す
る
。
さ
ら
に
排
出
量

な
ど
の
基
礎
的
な
デ
ー
タ
も

収
集
し
た
中
で
、
平
成
27
年

度
の
本
格
運
用
を
目
指
し
て

い
き
た
い
。

　
議
案
5
件
を
審
査
し
、
す

べ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ

き
も
の
と
決
定
し
ま
し
た
。

主
な
質
疑

●
議
案
第
55
号
「
平
塚
市
防

災
会
議
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
」

問
　
平
塚
市
防
災
会
議
の
委

員
に
自
衛
官
を
加
え
る
こ
と

で
、
本
市
に
対
す
る
自
衛
隊

の
災
害
時
の
対
応
が
変
わ
っ

て
く
る
の
か
。

答
　
自
衛
隊
と
日
ご
ろ
か
ら

連
絡
を
取
り
合
う
こ
と
で
、

市
の
体
制
や
自
衛
隊
の
動
き

に
つ
い
て
お
互
い
の
理
解
が

深
ま
り
、
災
害
が
発
生
し
た

と
き
に
自
衛
隊
の
迅
速
な
救

助
活
動
が
期
待
で
き
る
。

●
議
案
第
64
号
「
平
成
26
年

度
平
塚
市
一
般
会
計
補
正
予

算
」

問
　
土
木
費
を
補
正
し
て
行

う
平
塚
郵
便
局
前
の
交
差
点

改
良
に
対
す
る
調
査
委
託

で
、
交
通
の
解
析
は
で
き
る

の
か
。

答
　
平
塚
郵
便
局
前
の
5
差

路
の
交
差
点
の
交
通
量
調
査

や
、
江
陽
中
学
校
前
の
一
方

通
行
の
解
消
に
向
け
た
交
通

シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
業
務

を
委
託
し
、
最
適
な
交
差
点

改
良
を
解
析
す
る
。

都
市
建
設
常
任
委
員
会

環
境
厚
生
常
任
委
員
会

声・点字

　目の不自由な方に市議会
の活動状況をお伝えするた
め、朗読による「声の議会
だより」と点字版の「議会だ
より」を作成しています。
　ご希望の方
は議会局まで
連絡してくだ
さい。

議会だより

常任委員会の審査概要

質総
問括
主な質問と答弁

9
月
定
例
会

問　議会局（☎2１-879１）


